


















○より具体的な例が、「差別禁止指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 614 号）に示されていますので、
違法となる雇用管理がなされていないか、今一度ご確認ください（この指針は、厚生労働省ホームペー
ジに掲載されています。）。
　https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000209450.pdf
○「男女雇用機会均等法」 等の詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html
○女性活躍推進法に基づく行動計画において、女性労働者を優先的に取り扱う取組を行う際に、女性労
働者が男性労働者と比較して相当程度少ない（女性が４割を下回っている）雇用管理区分であるなど
の場合以外は、男女雇用機会均等法違反となりますのでご留意ください。
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します。


